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要配慮者班スタッフ 

食の支援が必要な人を把握する 

 普通食以外の食を希望する人を洗い出せ 
 「普通食以外を希望する人はいますか︖」※ 
「避難者受付票」提出の際に、受付で確認を行う。 
・希望あり → 詳細を確認するため、「食支援シート」を渡す 
※普通食以外を希望する人＝何かしらの理由で食事に制限がある人 
→普通食のイメージは、裏面を参照 

避難所 
全体の 
受付 

 「普通食以外」を希望する人に、詳細を確認せよ 
・「食支援シート」を記入してもらう → 受付で回収 
・受付が終わったら、避難所内の特別スペースへ誘導 

 「普通食以外」を希望する人の情報を集約せよ 
・「食支援シート」の✔項目ごとに分類し、必要な支援をまとめる 
・複数に✔がある人は、漏れがないように集計する 
・「食物アレルギーあり」の人を最初に集計する 

 必要な支援ごとに人手（と物資）を手配せよ 
・（避難所内で）必要な人手と物資を手配する 
・避難所で対応できないニーズ（人手・物資）を洗い出す 

まとめた 
結果について 

人が代わる際には、しっかりと引継ぎを行うこと︕ 

 班長（区災対本部）に報告せよ 
・避難所で対応できないニーズ（人手・物資）について班長へ報告する 
 → 班長から本部長経由で区災対本部へ速やかに要請する 
・必要であれば専門職（保健師・栄養士・歯科衛生士等）への引継ぎも忘れずに 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

参 考 資 料 

□ 普通食とは・・・ 
 かたい食べ物等が制限なく食べられる人が、日常生活で食べている
ような食事のこと。 

実際の写真 

□ 学校等避難所で準備できる食支援に関する物資（一部抜粋） 
    全ての備蓄については、災害時の要配慮者食支援マニュアル P.44 を参照 

（２）生活必需品 
   哺乳瓶、コップ、割りばし、どんぶり（スチール）、炊飯袋、両手鍋、 
      卓上コンロ、ラップ、輪ゴム、タオル、ごみ収集袋、手指消毒剤、  
（３）救護・要配慮者用品 
   車いす、口腔ケア用品（歯磨きペーパー）、使い捨てスプーン 

□ 薬の取り扱いについて 
 各避難所では薬の備蓄はなく、処方不可。 
 ① 発災から概ね７２時間以内 → 近くの緊急医療救護所※へ 
 ② 概ね７２時間以降 → 近くの避難所医療救護所※へ 
 

※ 緊急医療救護所…災害拠点病院等の近接地等に開設 
避難所医療救護所…500 人以上の避難所、二次避難所に開設 

（１）食料品等 
   ライスクッキー、クラッカー、アルファ米（わかめご飯）、粉ミルク、 
      アレルギー用ミルク、飲料水 



 Q2. Q1 で✔した項目
こ う も く

について、詳細
しょうさい

な状況
じょうきょう

を記入
き に ゅ う

してください 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代表者
だいひょうしゃ

氏名
し め い

︓              代表者
だいひょうしゃ

連絡先
れんらくさき

︓ 

配慮
は い り ょ

が必要
ひ つ よ う

な人
ひ と

の氏名
し め い

（フリガナ
ふ り が な

） ︓    

食支援シート 

避難所受付従事者記入欄 
（確認後✔する） 

 Q1. 以下
い か

のなかで当
あ

てはまるもの全
すべ

てに してください 

□ 食物
しょくもつ

アレルギーあり  □ 妊婦
に ん ぷ

である  □ 授乳中
じゅにゅうちゅう

  □ 乳幼児
に ゅ う よ う じ

がいる 

□ 食事
し ょ く じ

の介助
か い じ ょ

が必要
ひ つ よ う

   □ 飲
の

み込
こ

みがうまくできない  □ 持病
じ び ょ う

あり 

□ 障害
しょうがい

あり  □ 症状
しょうじょう

（脱水
だ っ す い
、貧血
ひんけつ
、便秘
べ ん ぴ
、下痢

げ り
、風邪

か ぜ
等
な ど
）あり  

□ その他
た

（         ） 

例︓食物
しょくもつ
アレルギーの詳細

しょうさい
、病名
びょうめい

、症状
しょうじょう

の具体的
ぐ た い て き

な内容
な い よ う
、食事
し ょ く じ
介助
か い じ ょ
の具体的
ぐ た い て き

な内容
な い よ う
 等
と う
 

Q3. 必要
ひつよう

な食
しょく

支援
し え ん

について、当
あ

てはまるもの全
すべ

てに してください 

 すぐに食支援が必要 
□ アレルギー対応

た い お う

食品
しょくひん

  □ 乳幼児用
に ゅ う よ う じ よ う

のミルク（ 粉
こな

ミルク ・ 液体
えき たい

ミルク ） 

□ アレルギー用
よ う

ミルク  □ 飲料水
いんりょうすい

・加熱
か ね つ

キット（ 粉
こな

ミルク用 ・ 炊
た

き出
だ

し用
よ う

 ）  

□ 離乳食
り に ゅ う し ょ く

   □ とろみ剤
ざい

  □ 栄養
え い よ う

補助
ほ じ ょ

食品
しょくひん

（ゼリー飲料
いんりょう

） 

□ 食事
し ょ く じ

の介助
か い じ ょ

  □ 自助
じ じ ょ

具
ぐ ※  □ 食材

しょくざい

や調理
ち ょ う り

方法
ほ う ほ う

等
と う

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

□ その他
た

（                                      ）  
※ 自助具…災害時の要配慮者食支援マニュアル P.21 を参照 

 すぐに食支援は必要としていない（自分で用意している） 
⇒ 必要

ひ つ よ う

となった際
さ い

にスタッフまでお声
こ え

がけください 

(参考) 連携が必要な専門職︓保健師や看護師 / 栄養士 / 歯科衛生士 / 薬剤師 

備考 

詳細について 
質問です 

   月   日  No.        
【記入用紙】 

［年齢
ねんれい
︓    歳

さ い
     か月

げつ
 ］ 



 



要配慮者班スタッフ～避難所に来た場合～

在宅避難者（要配慮者）を把握する

人手・物資の手配についてしっかりと引継ぎを行うこと︕

必要な支援ごとに人手（と物資）を手配する

避難所
全体の
受付

「避難収容世帯票」の提出の際に、「在宅避難」欄に がついており、かつ要配慮者
欄に記載がある人を把握する
※避難所にいる人については、収容が落ち着いた段階で「避難収容世帯票」を渡している
（全員 なしの想定）
・両方を満たす場合 → 詳細なヒアリングをするため、要配慮者班の受付へ
・「在宅避難」欄にのみ → 物資・食糧が足りているか確認し、不足している場合

は避難所の物資・食糧を渡す

・困っていることがある → 「避難収容世帯票」の特記事項欄等を活用し、可能な
限りヒアリングを行う

・困っていない → 困ることが出てきた場合に避難所へ来るよう伝える

・必要な物資を手配する → その場で用意できる物資は渡す
・避難所で対応できないニーズ（人手・物資）を洗い出す
→ 後日、自宅を訪問し、持ち込むようにする

班長（区災対本部）に報告する
・避難所で対応できないニーズ（人手・物資）について班長へ報告する
→ 班長から本部長経由で区災対本部へ速やかに要請する

要配慮者
班の受付

要配慮者が居る在宅避難者を洗い出す
※避難収容世帯票を活用する

食支援が必要な要配慮者を洗い出す
「食事で困っていることはありますか︖」



要配慮者班スタッフ～避難所に来れない場合～

在宅避難者（要配慮者）を把握する

人手・物資の手配についてしっかりと引継ぎを行うこと︕

在宅避難者（要配慮者）のニーズを集約する

民生委員・児童委員や町会・自治会の方、近所の方等から、避難所へ来れない
在宅避難者（要配慮者）の情報を集め、リスト化する

・食材がない → 食糧を手配する（持っていれば渡す）
・それ以外の食支援が必要 → ニーズを聞き取り、メモをしておく

・聞き取ったニーズを地区ごとに集約する

班長（区災対本部）に報告する
・避難所で対応できないニーズ（人手・物資）について班長へ報告する
→ 班長から本部長経由で集めた情報を班もしくは専門職（栄養士、保健師、
歯科衛生士、ヘルパー等が想定される）へ伝える

避難所へ来れない在宅避難者の情報を把握する
※民生委員・児童委員や町会・自治会から等

食支援が必要な要配慮者を洗い出す
「食事で困っていることはありますか︖」

情報をもとに
訪問

食糧はある程度
持参していると

良い

在宅避難者宅を訪問する人手を手配する
行政職員や民生委員・児童委員、町会・自治会の方等から、在宅避難者宅を
訪問する人手を確保する



食糧物資班スタッフ

要配慮者の必要物資を確保する

班長に報告する

・避難所の備蓄物資について、倉庫に配備してある在庫表を活用して管理する

・納品された物資は「避難所物品受払簿」等を活用し、管理する。
管理する際は、用途や必要度に応じて行うこと

表示がない食品（差し入れ等）の表示をルール化する
発災直後から避難所に差し入れがあるケースが想定される
・使った食材や調味料、いつどうやって作ったか等については聞いておく必要がある
・アレルギーや衛生面での問題点は事前にまとめた上、避難所内で周知することが
望ましい【マニュアルP55、61を活用】

避難所の備蓄物資について確認する
※食糧の種類と在庫数を確認する

要配慮者のニーズを把握する
※要配慮者班の情報をもとに把握する

・要配慮者班がヒアリングした結果に基づき、必要となる物資を洗い出し、備蓄
物資の在庫と照らし合わせ、無いものについてリスト化する

・避難所で対応できないニーズ（物資等）について班長へ報告する
→ 班長から本部長経由で区災対本部へ速やかに要請する

納品された物資を管理・分類する

物資を配給する
・要配慮者に配慮して配給を行う
・受取り者に、準備した物資が食べられることを確認してもらい渡すこと。

さらにこう
いった対
応も想定



出典：東京都「アレルギーコミュニケーションシート（2024年版）」（一部抜粋）

出典：東京都「飲食店向け食物アレルギー対策に取り組みましょう」（一部抜粋）

※食物アレルギーの原因食品は、上記２８品目以外にもあります

※使用食材について正確な情報を伝え、安全に食べられるものを提供しましょう


